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会

　

平

成

一

‥
三
年

二
月

二
十
七

日

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基ヽ
盤
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部

を

改

正
す

る
法

律

案

に

対

す

る

附

帯

決

議

幅
広
い
職
種
を
対
象
に
し
て
実
施
す
る
よ
ヴ
努
め
る
こ

政

府

は

、

本

法

の
施

行

に

当

た

り

、

次

の
事

項

に

つ
い
　

・
て
適

切

な

措

置

を

講

ず

る

べ

き

で

あ

る

。

一
　

介

護

職

が

喀
茨

吸

引

等

を

実

施

す

る

に

当

た

っ
て

は

、

知

識

・３
技

術

の
十

分

な

習

得

を

図
る

と

と

も

に

、

医

師

、

看

護

師

そ
の
他
の
医
療
関
係
者
と
の
連
携
の
も
と
に
、
安
全
管
理
体
制
を
整
備
し
、
そ
の
上
で
実
施
状
況
に
つ
い
て
定
期
的
な
検
証

を
行
う
こ
２
。

一
一　
介
護
職
員
等
の
処
遇
改
善
に
つ
い
て
は
、
財
源
を
確
保
し
つ
つ
、

と

・．
特
に
、
介
護
領
域
に
お
け
る
看
護
師
の
一重
要
な
役
割
に
鑑
み
、
介
護
保
険
施
設
や
訪
問
看
護
に
従
事
す
る
看
護
師
の
確

保
ど
処
遇
改
善
に
努
め
る
こ
と
。

〓
一　
介
護
サ

・―
ビ
ス
情
報
の
公
表
制
度
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
調
査
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
、
指
定
情
報
公
表
セ
ン

タ
ー
、
指
定
調
査
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
一十
分
に
踏
まヽ
え
つ
づ
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
等
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。
そ
の
際
、
事
業
者
よ
り
申
出
が
あ
る
場
合
に
は
積
極
的
に
調
査
で
き
る
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に

、
指
定
調
査
機

関

ｏ
調
査
員
の
専
再
性
を
活
用
す
る
こ
と
。

四
　
定
期
巡
回

。
随
時
対
応
型
訪
間
．介
護
看
護
や
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
医
師
、
看
・護
師
、
介
護
職
員
間
の
司
令
塔

づ
ぐ
り
を
含
め
、
円
滑
な
実
施
体
制
の
実
現
を
図
る
こ
と
。

Oe4・
し



六     .・ 五

の
,             

モ:ざ

介
護
予
防

。
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
創
設
に
お
い
て
も
要
支
援
認
定
者
が
従
来
の
介
護
予
防
サ
ー

ス
と
同
総
合
事
業
を
選
択

・
利
用
す
る
意
思
を
最
大
限
尊
重
す
る
こ
と

、

ま
た
、
国
と
し
て
財
源
を
確
保
し
、
各
市
町
村

ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
適
切
に
実
施
す
る
ょ
う
努
め
る
こ
と
。
　
　
　
・

介
護
療
養
病
床
の
廃
上
期
限
の
延
長
に
う
い
て
は
、
三
～
四
年
後
に
実
態
調
査
を
し
た
上
で
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要

な
見
直
し
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。　
　
．
・

035i


